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船舶事故調査報告書 

 

                             令和５年１１月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年４月１３日 ０４時１０分ごろ 

発生場所 北海道北見市栄
さかえ

浦
うら

漁港西方沖（サロマ湖東部） 

 浜
はま

佐呂間
さ ろ ま

港北防波堤灯台から真方位００２°２.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４４°０７.９′ 東経１４３°５５.８′） 

事故の概要  漁船第二十とうふつ丸は、西進中、また、漁船第二十八清
せい

照
しょう

丸

は、東進中、両船が衝突した。 

 第二十とうふつ丸は、乗組員１人が負傷して、左舷船首外板に擦過

傷等を生じ、また、第二十八清照丸は、乗組員２人が負傷して、左舷

船首外板の圧壊等を生じた。 

事故調査の経過  令和５年４月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ａ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 漁船 第二十とうふつ丸、６.２トン 

   ＨＫ２－２０９３５（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.７９ｍ（Lr）×３.２１ｍ×０.９９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４５０kＷ（動力漁船登録票による）、平成元

年４月２０日 

Ｂ 漁船 第二十八清照丸、４.４トン 

   ＨＫ３－１０１８０８（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.２６ｍ（Lr）×２.９０ｍ×０.９８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３３０kＷ（動力漁船登録票による）、平成２

年１２月１２日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５７年１２月２１日 

    免許証交付日 令和４年２月７日 

           （令和９年６月１１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ５１歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成８年１２月６日 

    免許証交付日 平成３１年２月７日 
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           （令和６年２月１２日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 軽傷 １人（甲板員Ａ） 

Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ及び甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首外板及びバルバスバウに擦過傷 

Ｂ 左舷船首外板が圧壊、操舵室上部の探照灯等が倒壊 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：海上（湖面） 平穏 

常用薄明開始時刻：０４時１６分ごろ 

日出時刻：０４時４６分ごろ 

月齢：２２.１ 

事故の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａ船は、船体中央部に操舵室を設け、船首端に同室内のスイッチで

照射方向を遠隔操作できる探照灯を備えた漁船で、船長Ａ及び甲板員

４人が乗り組み、令和５年４月１３日０４時００分ごろ、ほたて
．．．

貝養

殖施設（以下「のし
．．

」という。）の保守作業を行う目的で、法定灯火

を表示し、探照灯を点灯させて、栄浦漁港鐺
とう

沸
ふつ

地区の係留地を発し、

船長Ａが管理するのし
．．

に向かった。 

 サロマ湖には、幅約１００ｍの水路が、サロマ湖北東端の１３－２

養殖区画（以下、養殖区画について数字のみで記載する）とその南方

の１４、１５との間（以下「中水路東部」という。）に、また、１３

－２西方の１３－１とその南方の１０との間（以下「中水路西部」と

いう。）に、それぞれ設けられていた。（図１参照） 

 中水路（東部及び西部）には、水路の左右両端に沿って約４００ｍ

間隔に反射板付きボンデンが設置されているほか、次のとおり灯火等

が設けられていた。 

 (1)１３－２南西端に、赤色点滅灯及び反射板付きボンデン（以下

「赤灯ボンデン」という。） 

 (2)１４北西端に、緑色点滅灯及び反射板付きボンデン（以下「緑

灯ボンデン」という。） 

 (3)１３－１南東端に、赤色反射板付きボンデン（以下「赤ボンデ

ン」という。） 

 (4)１０の北東端に、緑色反射板付きボンデン（以下「緑ボンデ

ン」という。） 

 養殖区画の形状から、緑灯ボンデンは、赤灯ボンデンの南東方に位

置していた。（図１参照） 
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図１ 養殖区画及び灯火等の概位 

 

 サロマ湖を夜間に航行する漁船は、ふだん、西進時は水路の北側沿

いの、東進時は水路の南側沿いのボンデンを探照灯で照射し、ボンデ

ンからの反射光により、水路から外れないように船位を確認して航行

しており、揚収した稚貝等が弱らないうちに陸上の作業場へ運ぶ必要

がある等の理由から、その多くは水路内を高速で航行しており、主に

他船の発する探照灯光によって他船の存在を認知していた。 

 船長Ａは、中水路東部を約２３ノット（kn）の速力（対地速力、以

下同じ。）で西進中、ふだんは水路の右（北）端付近を航行していた

ところ、いつしか進路が水路の中央に寄っていることに気付いた。 

 船長Ａは、緑灯ボンデンの東方４００ｍ付近で、目視及び０.２５

Ｍレンジのノースアップとしたレーダーにより周囲を確認したとこ

ろ、船尾方に他船の探照灯光が見えたものの、船首方には他船の映像

がなく、探照灯光も見えなかったので、前路には他船が存在せず、水

路の中央付近を続航しても支障ないものと思い、西進を続けた。 

 船長Ａは、中水路東部の中央付近を航行する進路目標として、赤灯

ボンデンと、赤灯ボンデンの南東方に位置する緑灯ボンデンとを注目

し、両ボンデンの中間に向けて、手動操舵により続航した。 

 Ａ船は、船長Ａが、赤灯ボンデンと緑灯ボンデンを注目して西進

中、前方至近に探照灯光が見えたので、驚いて右舵を取った直後、 

０４時１０分ごろＡ船の左舷船首部とＢ船の左舷船首部とが衝突し
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た。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 衝突直前の状況（イメージ） 

 

 船長Ａは、船長Ｂから、主機が停止して始動できないと言われ、Ａ

船の後部甲板にいた甲板員４人から負傷者がないとの返答があり、Ａ

船に大きな損傷がなかったので、Ｂ船をえい
．．

航して、栄浦漁港に向 

かった。 

 船長Ａは、携帯電話で所属漁業協同組合担当者に本事故の発生を連

絡した。 

 船長Ａは、Ａ船及びＢ船が共に栄浦漁港に着岸後、本事故時、Ａ船

の船尾甲板にいた甲板員４人のうちの１人（以下「甲板員Ａ」とい

う。）から、左足に違和感がある旨の申し出があり、同人のゴム長靴

を脱がせて確認したところ、負傷していたので、直ちに救急車を手配

し、甲板員Ａは、救急車により、北見市の病院に搬送された。 

 甲板員Ａは、計２回の治療を受け、足
そく

背
はい

に表皮剥離を伴う左踵
かかと

上

部挫創と診断された。 

 Ｂ船は、船首部に操舵室を設け、同室天井の左舷側に操舵室内のハ

ンドルで照射方向を操作できる探照灯を備えた漁船で、船長Ｂ及び甲

板員１人（以下「甲板員Ｂ」という。）が乗り組み、０３時３０分ご

ろ、法定灯火を表示し、探照灯を点灯させて、栄浦漁港の係留地を発

し、甲板員Ｂの管理するのし
．．

から、稚貝を揚収した後、船長Ｂ及び甲

板員Ｂが共に在橋し、船長Ｂが操船して、約２２.３kn の速力で、同

漁港へ向け帰航を開始した。 

 船長Ｂは、中水路西部の西端付近に達したころ、南風がいくらか強

まってきたので、約１９kn に減速し、手動操舵により、水路の右端

（南）付近を東進した。 

 船長Ｂは、緑ボンデンを通過して緑ボンデンの東方２００ｍ付近に

Ｂ船 

中水路東部 

約 100ｍ 

Ａ船 

緑灯ボンデン 

赤灯ボンデン 

× 
衝突 

約 19kn 

約 23kn 

赤灯ボンデンと 
緑灯ボンデンの中間 
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達し、次の目標となるボンデンを探していたころ、船首方に他船の探

照灯光２灯を見付け、他船と水路内で行き会うことが分かったが、Ｂ

船が水路の右（南）端付近を航行しており、他船も水路の右（北）端

付近を航行しているはずであるので、ふだんのように支障なく他船を

航過できると思い、約１９knの速力のまま東進を続けた。 

 船長Ｂは、緑灯ボンデンの西方６００ｍ付近まで、目視とＧＰＳプ

ロッターを併用して進路を確認し、緑灯ボンデンの位置を確認して以

降は、水路を西進する他船が照射する探照灯光により、他船が水路の

北端から２０～３０ｍ南寄りのところを水路に沿って航行しているの

が見え、ふだんのように航過する態勢だったので、探照灯で照射した

緑灯ボンデンと他船が照射する探照灯光を注目して同じ速力で続航し

た。 

 Ｂ船は、東進を続けていたところ、衝突する数秒前、１０時の方向

至近に他船の光と船影が見え、直ちにスロットルレバーを減速に、ク

ラッチを前進から後進に操作したものの、Ｂ船の左舷船首部とＡ船の

左舷船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、衝突後に主機が停止し、船長Ｂは、甲板員Ｂに操船を任せ

て船首部の損傷状況を確認して、Ａ船に栄浦漁港までえい
．．

航してくれ

るよう伝えた。 

 Ｂ船は、被えい
．．

航中に主機が始動できたので、栄浦漁港入港後、自

航して着岸した。 

 船長Ｂは、本事故発生日の翌日、体に痛みを感じたので、病院を受

診し、全身打撲と診断され、治療を受けた。 

甲板員Ｂは、本事故発生日の午後、左肘に痛みを感じたので、病院

を受診し、左肘打撲と診断され、治療を受けた。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ Ａ船及びＢ船の状況、写真

２ Ａ船の損傷状況、写真３ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、Ｂ船も本船（Ａ船）と同じくらいの速力で航行していた

ので、赤灯ボンデンと緑灯ボンデンとを注目している短時間に、両船

が接近してしまったのではないかと本事故後に思った。 

 Ａ船の後部甲板にいた甲板員Ａを含む甲板員４人は、いずれも固型

式救命胴衣を着用しており、衝突するまでＢ船に気付かなかった。 

 Ａ船は、操舵室後方に、養殖施設の 錘
おもり

となる直方体の石１６個

を、その後方に、浮き球を入れた金網製の鉄かごを積んでおり、甲板

員Ａは鉄かごの船首側の金網に腰を掛けていたところ、衝突の衝撃で

鉄かごが動き、錘と鉄かごの間に左足首を挟んで負傷した。 

 船長Ａは、水路の中央付近
．．

を航行しているつもりだったが、付近
．．

と

いう程度の認識だったので、水路の右（北）端から２０～３０ｍのと

ころだったかもしれないと本事故後に思った。 

 Ｂ船は、レーダーを装備しておらず、ＧＰＳプロッターにより、船
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首方向を確認し、進路目標となるボンデンを確認して以降は、ボンデ

ンと他船が照射する探照灯光を注目して航行していた。 

 甲板員Ｂは、赤ボンデンを通過したころ、船首方に他船の探照灯光

が見えたが、他船も水路の右端付近を航行しているだろうから、ふだ

んのように左舷対左舷で無難に航過するものと思い、共に操舵室にい

た船長Ｂに何も伝えなかった。 

 船長Ｂ及び甲板員Ｂは、いずれも、衝突の衝撃により転倒はしな 

かったものの、一瞬のことで細かい記憶はないが、操舵室の内壁等に

体をぶつけたのではないかと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、栄浦漁港西方沖において、水路の右（北）端から２０～３

０ｍ左（南）寄りのところを約２３kn の速力で西進中、赤灯ボンデ

ンと緑灯ボンデンとを注目することに意識を向けていたことから、左

舷船首方から接近するＢ船に気付かず、衝突の数秒前、Ａ船の進路が

左（南）に寄った際、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ａ船は、船長Ａが、水路の中央付近を航行しようと思い、東西に延

びる水路に対して南東方向に傾斜する線となる、赤灯ボンデンとその
．．

南東方に位置する緑灯ボンデンを結ぶ線の中間に向けて操船したこと

から、同線とほぼ直角に交差する態勢となり、衝突の数秒前、進路が

左（南）に寄った可能性があると考えられる。 

 船長Ａは、緑灯ボンデンの東方４００ｍ付近で、周囲をレーダー及

び目視で確認したとき、Ｂ船とは距離があり、レーダーレンジ外で 

あったことから、Ｂ船をレーダーで探知できず、同船の探照灯光を見

付けることができなかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、栄浦漁港西方沖において、水路の右（南）端付近を約１９

kn の速力で東進中、船長Ｂが水路の北端から２０～３０ｍ南寄りの

ところを西進するＡ船の探照灯光を認めたものの、ふだんのように航

過する態勢であったことから、約１９kn の速力で水路の右端に沿っ

て東進を続け、衝突の数秒前、進路が左（南）に寄ったＡ船と衝突し

たものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、栄浦漁港西方沖において、Ａ船が、水路の右端か

ら２０～３０ｍ左（南）寄りのところを約２３kn の速力で西進中、

Ｂ船が、水路の右（南）端付近を約１９kn の速力で東進中、船長Ａ

が、赤灯ボンデンと緑灯ボンデンとを注目することに意識を向けてい

たため、接近するＢ船に気付かないまま西進を続け、また、船長Ｂ

が、西進するＡ船の探照灯光を認めたものの、ふだんのように航過す

る態勢であったため、約１９kn の速力で水路の右端に沿って東進を
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続け、衝突の数秒前に接近するＡ船の進路が左（南）に寄った際、両

船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行する際、進路目標のみを注目することなく、全周に

対して適切な見張りを行い、接近する他船の有無についても注意

を払うこと。 

 ・船長は、水路を航行する際、進路目標とするボンデン等を目視す

るほか、コンパスやＧＰＳプロッター等を併用して進路を確認

し、水路の右端通航を遵守すること。 

 ・船長は、他船と水路で行き会うおそれがある場合、直ちに他船を

避けることができる速力に減速すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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写真１ Ａ船及びＢ船の状況（所属漁業協同組合提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の損傷状況（所属漁業協同組合提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船の損傷状況（所属漁業協同組合提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

探照灯 

Ａ船 

Ｂ船 


